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地方独立行政法人に 対する労働基準関係法令の 適用について 

平成 W6 年 4 月 1 日から、 地方独立行政法人法 ( 平成 15 年法律第 118 号 ) が施行されること 

となるが、 地方独立行政法人に 対する労働基準関係法令の 適用についてほ 下記のとおり 

となるので、 了知されたい。 

壬 百口 "l] 

1  地方独立行政法人制度の 趣旨 

地方独立行政法人法は、 地方独立行政法人の 運営の基本その 他の制度の基本となる 

事項を定め、 地方独立行政法人制度の 確立並びに地方独立行政法人が 公共上の見地か 

ら行 う 事務及び事業の 確実な実施を 図り、 もって住民の 生活の安定並びに 地域社会及 

び地域経済の 健全な発展に 資することを 目的とし、 地方独立行政法人は、 住民の生活、 

地域社会及び 地域経済の安定等の 公共上の見地からその 地域において 確実に実施され 

ることが必要な 事務及び事業であ って、 地方公共団体が 自ら主体となって 直接に実施 

する必要のないもののうち、 民間の主体にゆだねた 場合には必ずしも 実施されないお 

それがあ るものと地方公共団体が 認めるものを 効率的かつ効果的に 行わせることを 目 

的として、 地方公共団体が 設立する法人であ る。 

2  地方独立行政法人に 対する労働基準関係法令の 適用 

地方独立行政法人は、 大別すると、 その職員の身分が 地方公務員とされる 特定地方 

独立行政法人 ( 地方独立行政法人法第 2 条第 2 項。 移行型地方独立行政法人及び 特定地 

方 独立行政法人であ る公営企業型地方独立行政法人を 含む。 ) と 一般地方独立行政法人 

( 地方独立行政法人法第 55 条。 移行型一般地方独立行政法人、 公立大学法人及び 一般 

独立行政法人であ る公営企業型地方独立行政法人を 含む。 ) に区別され、 特定独立行政 

法人又は一般独立行政法人の 別については、 地方独立行政法人を 設立しょうとする 地 

方公共団体の 議会の議決を 経た定款に規定されるものであ る ( 同法第 8 条第 5 号 ) 。 






























